
別紙様式第11

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式（令和5年度）

物品等又は役務の名称
随意契約担当部課の

名称及び所在地
随意契約を締結した日 随意契約の相手方の氏名及び住所 随意契約に係る契約金額 随意契約にすることとした理由

その他必要な事項

　(備考)

採用業務委託契約
事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年5月9日

株式会社マイナビ

東京都千代田区一ツ橋1-1-1
2,893,000/年

他の赤十字施設で利用実績があり、他社との比較において

もサービスの質や信頼性が高いことから、日本赤十字社会

計規則第36条第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さな

い」に該当するため

脊椎外科用手術フ

レーム一式

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年5月9日

東邦薬品株式会社

東京都世田谷区代沢5-2-1
1,650,000

故障装置も含め、係わる医療機器の仕様を熟知し急ぎ整備

が可能であるのは当該契約業者のみであることから、日本

赤十字社会計規則第36条第4項の「契約の性質又は目的が競

争を許さない」に該当するため

全血血小板凝集能測

定装置一式

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年5月16日

アルフレッサ株式会社

東京都練馬区豊玉上2-4-1
2,626,800

当該装置が必要とされる緊急症例に対して、急ぎ整備が必

要であり対応できるのは当該業者のみであることから、日

本赤十字社会計規則第36条第4項の「契約の性質又は目的が

競争を許さない」に該当するため

CARTOシステム保守

契約

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年6月1日

ダイナメディックジャパン株式会社

東京都渋谷区神宮前2-9-11シオバラ外

苑ビル4階

3,960,000/年

当該機器等の製造元であるジョンソンエンドジョンソン株

式会社が選定した代理店であるため、日本赤十字社会計規

則第36条第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない」

に該当するため。

ベッドサイドモニタ

一式

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年6月2日

日本光電工業株式会社

東京都文京区小石川1-1-1文京ガーデ

ンゲートタワー6階

1,300,000

価格交渉及び仕様の見直しにより、税込160万円以下となっ

たことから、日本赤十字社会計規則施行細則第35条第2号の

「契約にかかる予定価格が少額である場合」に該当するた

め

病理検体用安全キャ

ビネット一式

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年7月20日

アルフレッサ株式会社

東京都練馬区豊玉上2-4-1
1,146,750

価格交渉及び仕様の見直しにより、税込160万円以下となっ

たことから、日本赤十字社会計規則施行細則第35条第2号の

「契約にかかる予定価格が少額である場合」に該当するた

め

救急外来拡張工事
事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年7月25日

戸田建設株式会社東京支店

東京都港区芝浦3-9-1ルネサイトタ

ワー12階

36,960,000

契約業者は当該設備を熟知しており、過去の実績により必

要な能力及び経験を有し迅速かつ円滑に実施できるのは当

該契約業者のみであるため、日本赤十字社会計規則第36条

第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない」に該当す

るため

心電計一式
事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年8月10日

日本光電工業株式会社

東京都文京区小石川1-1-1文京ガーデ

ンゲートタワー6階

1,584,000

当該機器の修理不能に伴い、緊急で整備あるにあたり、急

ぎ対応できるのは製造及び販売もとの当該業者以外難しい

ことから、日本赤十字社会計規則第36条第4項の「契約の性

質又は目的が競争を許さない」に該当するため

ベッドサイドモニタ

一式

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年9月26日

日本光電工業株式会社

東京都文京区小石川1-1-1文京ガーデ

ンゲートタワー6階

1,271,600

価格交渉及び仕様の見直しにより、税込160万円以下となっ

たことから、日本赤十字社会計規則施行細則第35条第2号の

「契約にかかる予定価格が少額である場合」に該当するた

め



物品等又は役務の名称
随意契約担当部課の

名称及び所在地
随意契約を締結した日 随意契約の相手方の氏名及び住所 随意契約に係る契約金額 随意契約にすることとした理由

その他必要な事項

　(備考)

緩和ケア病棟改修に

伴う電子カルテシス

テム対応作業

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年10月11日

株式会社インテック

東京都江東区豊洲2-2-1
4,950,000

当該案件は既存の電子カルテシステムとその連携している

部門システムの対応費用であるため、各システムを熟知し

ている各業者以外に対応が難しいことから日本赤十字社会

計規則第36条第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さな

い」に該当するため

3階緩和ケア病棟改修

工事

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年10月17日

戸田建設株式会社東京支店

東京都港区芝浦3-9-1ルネサイトタ

ワー12階

33,000,000

契約業者は当該設備を熟知しており、過去の実績により必

要な能力及び経験を有し迅速かつ円滑に実施できるのは当

該契約業者のみであるため、日本赤十字社会計規則第36条

第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない」に該当す

るため

セントラルモニタ一

式

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年10月17日

日本光電工業株式会社

東京都文京区小石川1-1-1文京ガーデ

ンゲートタワー6階

3,100,000

当該機器の修理不能に伴い、緊急で整備あるにあたり、急

ぎ対応できるのは製造及び販売もとの当該業者以外難しい

ことから、日本赤十字社会計規則第36条第4項の「契約の性

質又は目的が競争を許さない」に該当するため

電子カルテシステム

連携作業（タブレッ

ト問診システム連携

作業）

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年10月27日

株式会社インテック

東京都江東区豊洲2-2-1
1,870,000

電子カルテシステムとの連携が必要となる当該システムを

導入するにあたり、他施設において当院と同じ電子カルテ

システムベンダーとの連携により富士通製電子カルテシス

テムとの連携実績があり、当該業者以外対応が難しいこと

から、日本赤十字社会計規則第36条第4項の「契約の性質又

は目的が競争を許さない」に該当するため

タブレット問診シス

テム導入作業

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年10月31日

株式会社WorkVision

東京都品川区東品川2-2-4天王洲

ファーストタワー

8,974,350

電子カルテシステムとの連携が必要となる当該システムを

導入するにあたり、他施設において当院と同じ電子カルテ

システムベンダーとの連携により富士通製電子カルテシス

テムとの連携実績があり、当該業者以外対応が難しいこと

から、日本赤十字社会計規則第36条第4項の「契約の性質又

は目的が競争を許さない」に該当するため

電子カルテ系無線環

境整備（1階）

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年11月1日

株式会社インテック

東京都江東区豊洲2-2-1
5,500,000

2017年電子カルテシステムの入れ替えと併せて現電子カル

テシステムベンダーが対応しており、当院の電子カルテシ

ステム環境を熟知している当該業者以外難しいことから、

日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は目的が

競争を許さない」に該当するため

電子カルテ系無線機

器更新作業（2階～7

階）

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年11月1日

株式会社インテック

東京都江東区豊洲2-2-1
11,550,000

2017年電子カルテシステムの入れ替えと併せて現電子カル

テシステムベンダーが対応しており、当院の電子カルテシ

ステム環境を熟知している当該業者以外難しいことから、

日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は目的が

競争を許さない」に該当するため

タブレット端末ipad

等一式

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年11月7日

都築エンベデッドソリューションズ株

式会社

東京都港区西新橋2-5-3

4,841,837

年度内にシステム環境の構築と併せて、急ぎタブレットの

調達が必要であり、期日までに調達可能なのは当該業者の

みであることから、日本赤十字社会計規則第36条第4項の

「契約の性質又は目的が競争を許さない」に該当するため



物品等又は役務の名称
随意契約担当部課の

名称及び所在地
随意契約を締結した日 随意契約の相手方の氏名及び住所 随意契約に係る契約金額 随意契約にすることとした理由

その他必要な事項

　(備考)

生体情報モニタ一式
事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年11月17日

日本光電工業株式会社

東京都文京区小石川1-1-1文京ガーデ

ンゲートタワー6階

3,960,000

当該装置は入院患者の状態データを監視するものであり、

急ぎ対応できるのは製造及び販売もとの当該業者以外難し

いことから日本赤十字社会計規則第36条第4項の「契約の性

質又は目的が競争を許さない」に該当するため

生体情報モニタ一式
事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年11月20日

日本光電工業株式会社

東京都文京区小石川1-1-1文京ガーデ

ンゲートタワー6階

3,410,000

現状当該装置が不足していることにより、救急外来患者の

受け入れに影響しており、急ぎ対応できるのは製造及び販

売もとの当該業者以外難しいことから日本赤十字社会計規

則第36条第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない」

に該当するため

daVinciXi連動手術台一

式

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年11月29日

インテュイディブサージカル合同会社

東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル
9,680,000

当該機器は、共同購入によるメーカーの指定が当該業者であるこ

とから、日本赤十字社会計規則第36条第4項｛契約の性質又は目

的が競争を許さない」に該当するため

消毒保管庫一式
事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年12月5日

株式会社イノメディックス

東京都文京区小石川4-17-15
1,188,000

価格交渉により税込160万円以下となったことから、日本赤

十字社会計規則施行細則第35条第2号の「契約にかかる予定

価格が少額である場合」に該当するため

プローブ駆動ユニッ

ト一式

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和5年12月15日

オリンパスマーケティング株式会社

東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリ

ス

1,237,500

故障後、価格交渉により税込160万円以下となったことか

ら、日本赤十字社会計規則施行細則第35条第2号の「契約に

かかる予定価格が少額である場合」に該当するため

電話交換業務委託契

約

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年1月1日

日章警備保障株式会社

東京都新宿区西早稲田3-30-16
9,768,000/年

当該業務を委託していた既存業者より撤退の申し入れに伴

い、当院の夜間・休日電話交換業務を請け負い、電話交換

業務を一体的に受諾できるのは当該業者のみであることか

ら、日本赤十字社会計規則第36条第4項の「契約の性質又は

目的が競争を許さない」に該当するため

高速気腹装置2台
事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年1月25日

東邦薬品株式会社

東京都世田谷区代沢5-2-1
3,900,000

ロボット手術運用開始前までに整備が必要であることと併

せて、急ぎ調達可能なのは当該業者のみであることから、

日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は目的が

競争を許さない」に該当するため

除細動器一式
事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年1月29日

日本光電工業株式会社

東京都文京区小石川1-1-1文京ガーデ

ンゲートタワー6階

1,595,000

当該機器の修理不能に伴い、緊急で整備あるにあたり、急

ぎ対応できるのは製造及び販売もとの当該業者以外難しい

ことから、日本赤十字社会計規則第36条第4項の「契約の性

質又は目的が競争を許さない」に該当するため

聴性誘発反応測定装

置一式

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年1月30日

フクダ電子東京販売株式会社

東京都文京区小石川4-14-24
3,520,000

令和5年度内納品が当該補助金の交付条件であり、年度内に

整備かつ当該補助事業で定められている医療機器を調達可

能なのは当該業者のみであることから、日本赤十字社会計

規則第36条第4項「契約の性質又は目的が競争を許さない」

に該当するため

OCT画像診断装置賃

貸借契約

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年2月1日

株式会社アペックス・インターナショ

ナル

東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビ

ルディング2号館3階

2,158,200/年

当該装置は、緊急的かつ一時的に使用するものであり、装

置を用いる症例対応で整備が必要であるため、当院の設備

等を熟知している当該業者以外難しいことから、日本赤十

字社会計規則第36条４項「契約の性質又は目的が競争を許

さない」に該当するため



物品等又は役務の名称
随意契約担当部課の

名称及び所在地
随意契約を締結した日 随意契約の相手方の氏名及び住所 随意契約に係る契約金額 随意契約にすることとした理由

その他必要な事項

　(備考)

手術室増室工事に伴

う設計管理業務委託

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年2月12日

株式会社横河建築設計事務所

東京都品川区上大崎2-25-2
14,740,000

契約業者は当該設備を熟知しており、当院が求めている工

期で本件を履行できる唯一の業者であることから、日本赤

十字社会計規則第36条第４項「契約の性質又は目的が競争

を許さない場合」に該当するため

手術室増室及び心カ

テ室用UPS設置工事

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年2月19日

株式会社サンテック

東京都千代田区二番町3番地13
49,500,000

本設備について当院電気設備を熟知しており、安全な業務

を遂行できるのは当該業者のみであることから、日本赤十

字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は目的が競争を許

さない場合」に該当するため

除細動器一式
事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年2月26日

日本光電工業株式会社

東京都文京区小石川1-1-1文京ガーデ

ンゲートタワー6階

1,595,000

当該機器の修理不能に伴い、緊急で整備あるにあたり、急

ぎ対応できるのは製造及び販売もとの当該業者以外難しい

ことから、日本赤十字社会計規則第36条第4項の「契約の性

質又は目的が競争を許さない」に該当するため

X線骨密度測定装置一

式

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年3月1日

株式会社島津製作所

東京都千代田区神田錦町1-3
6,490,000

修理不能となった既存装置よりも大きく高機能なものを整

備するにあたり、現一般撮影室にある契約業者が設置した

放射線機器の配置変更が必要であり、契約業者以外対応が

難しいため、日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性

質又は目的が競争を許さない」に該当するため

3DメディカルHDレ

コーダー

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年3月6日

東邦薬品株式会社

東京都世田谷区代沢5-2-1
1,267,200

ロボット手術運用開始前に当該機器を含め複数機器の調達

が必要であり、多数あるメーカーと取引のある当該業者以

外に対応が難しいことから、日本赤十字社会計規則第36条

第4項「契約の性質又は目的が競争を許さない」に該当する

ため

電動昇降式展開台6台
事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年3月6日

東邦薬品株式会社

東京都世田谷区代沢5-2-1
4,521,000

ロボット手術運用開始前に当該機器を含め複数機器の調達

が必要であり、多数あるメーカーと取引のある当該業者以

外に対応が難しいことから、日本赤十字社会計規則第36条

第4項「契約の性質又は目的が競争を許さない」に該当する

ため

心臓血管外科用鋼製

小物一式

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-1
令和6年3月6日

株式会社ウイルケア

東京都台東区台東1-31-10
2,398,171

既存鋼製小物が経年劣化により、手術に支障をきたし、急

ぎ更新が必要であり、適正に対応できるのは既存機器を納

入した当該事業者のみであることから、赤十字社会計規則

第36条第4項「契約の性質又は目的が競争を許さない」に該

当するため

手術室増室工事に伴

う設計管理業務委託

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-3
令和6年3月15日

株式会社横河建築設計事務所

東京都品川区上大崎2-25-2
18,700,000

契約業者は当該設備を熟知しており、当院が求めている工

期で本件を履行できる唯一の業者であることから、日本赤

十字社会計規則第36条第４項「契約の性質又は目的が競争

を許さない場合」に該当するため

給食業務委託契約
事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-3
令和6年3月29日

富士産業株式会社

東京都港区新橋5丁目32番7号（FIビ

ル）

97,200,000/年

当該業務を委託していた既存業者より撤退の申し入れに伴

い、病食食事提供を業務を支障なく、受諾できるのは当該

業者のみであることから、日本赤十字社会計規則第36条第4

項の「契約の性質又は目的が競争を許さない」に該当する



物品等又は役務の名称
随意契約担当部課の

名称及び所在地
随意契約を締結した日 随意契約の相手方の氏名及び住所 随意契約に係る契約金額 随意契約にすることとした理由

その他必要な事項

　(備考)

電子カルテシステム

端末増設

事務部　用度課

東京都大田区中央4-30-4
令和6年3月29日

株式会社インテック

東京都江東区豊洲2-2-1
5,412,000

既存システムの追加整備のため、システムのライセンスや

プログラム等の詳細な情報について熟知しているのは2017

年電子カルテシステムの更新を行った当該業者のみである

ことから、日本赤十字社会計規則第36条第5項の「契約の性

質又は目的が競争を許さない」に該当するため


